
◎経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に

関する法律 
（令和四年五月一八日法律第四三号）   

一、 提案理由（令和四年三月一八日・衆議院内閣委員会） 

○小林国務大臣 ただいま議題となりました経済施策を一体的に講ずることによる安全

保障の確保の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明

申し上げます。 

 国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経

済活動に際して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増

大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進す

るため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針

を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設する

必要があります。 

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、特定重要物資の安定的な供給の確保に関する制度として、外部に過度に依存

し、又は依存するおそれがある重要な物資の安定供給確保を図るため、特定重要物資を

指定し、事業者の取組を支援するとともに、安定供給確保が困難と認めるときは政府が

更なる対策を講ずる制度を創設することとしております。 

 第二に、特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度として、国民生活及び

経済活動の基盤となる特定の役務の安定的な提供を確保するため、妨害行為の手段とし

て使用されるおそれがある重要な設備等を審査する制度を創設することとしております。 

 第三に、特定重要技術の開発支援に関する制度として、先端的技術のうち、当該技術

が外部に不当に利用された場合等において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずる

おそれがある技術の研究開発の促進と適切な活用のため、必要な情報の提供、資金の確

保、調査研究等の措置を講ずる制度を創設することとしております。 

 第四に、特許出願の非公開に関する制度として、公にすることにより国家及び国民の

安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明の特許出願につき、出願公開等の手続を

留保し、発明の開示や実施を制限することを可能にする制度を創設することとしており

ます。 

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超

えない範囲内において政令で定める日としております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院内閣委員長報告（令和四年四月七日） 

○上野賢一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会におけ



る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 初めに、内閣提出の法律案の概要について申し上げます。 

 本案は、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、基本

方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設

する等の措置を講ずるものであります。 

……………（略）…………… 

 両法律案は、去る三月十七日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日

本委員会に付託されました。 

 本委員会においては、翌十八日小林国務大臣及び提出者足立康史君からそれぞれ趣旨

の説明を聴取した後、二十三日から質疑に入りました。二十九日には経済産業委員会と

の連合審査会を開会するとともに、三十一日には参考人から意見を聴取しました。 

 四月六日には、内閣提出の法律案に対し、立憲民主党・無所属の提案による修正案が

提出され、趣旨の説明を聴取した後、両法律案及び修正案を一括して質疑を行いました。

同日、岸田内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重に審査を行い、質疑を終局

いたしました。 

 質疑終局後、両法律案及び修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたとこ

ろ、まず、足立康史君外二名提出の法律案につきましては、賛成少数をもって否決すべ

きものと決しました。次に、内閣提出の法律案につきましては、立憲民主党・無所属の

提案による修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 なお、内閣提出の法律案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年四月六日） 

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なき

を期すべきである。 

一 基本方針の策定に当たっては、以下の事項に配慮すること。 

 １ 安全保障に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するに当たっては、自由か

つ公正な経済活動の促進との両立が図られるようにするとともに、新たな国際経済

秩序の形成の促進の重要性に留意すること。 

 ２ 「経済活動に与える影響」（本法第五条）を考慮するに当たっては、経済成長に

及ぼす影響に配慮するとともに、事業者の事業活動における自主性を尊重し、事業

者間の適正な競争関係を不当に阻害することのないようにすること。 

 ３ 安全保障に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するに当たっては、事業者

及び国民に対し十分な説明を行い、その理解を得るようにすること。 

 ４ 本法第九十条の規定に基づき、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な

履行を妨げることがないようにすること。 



二 特定重要物資を指定する政令及び安定供給確保支援法人の指定に関する主務省令並

びに特定社会基盤事業者の指定基準を定める主務省令は、関係事業者、関係事業者の

団体その他の関係者の意見を考慮して制定するとともに、特定技術分野を定める政令

は、安全保障の確保に関する経済施策、産業技術その他特許出願の非公開に関し知見

を有する者の意見を考慮して制定すること。 

三 特定重要物資、特定社会基盤事業者及び指定基金の指定並びに特定技術分野の選定

は、客観的かつ公平に行うこと。 

四 物資の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対する報告徴

収（本法第四十八条第一項）及び特定重要設備の導入等後等の勧告（本法第五十五条

第一項）においては、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理

的に必要と認められる限度において行わなければならないことについて一層配慮する

こと。 

五 特定重要物資又はその生産に必要な原材料等について、備蓄その他の安定供給確保

のために必要な措置を講ずる（本法第四十四条第六項）際においては、輸送手段の確

保について十分配慮すること。 

六 「特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し必要な

特定社会基盤事業者その他の関係者との連携に関する事項」（本法第四十九条第二項

第五号）は、特定社会基盤事業者に対する相談、助言その他の援助の必要性を考慮し

て定めること。 

七 特定重要技術の開発支援については、我が国の技術的優位性ひいては不可欠性を確

保することにつながるか否かを十分に検証した上で、対象となる技術をしっかりと見

定めていくとともに、真に必要なものに対し、集中的に行うこと。 

八 特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るに当たっては、宇

宙科学技術、海洋科学技術、量子科学技術及び人工知能関連技術の重要性に留意する

こと。 

九 特定重要技術の開発を支援するため、十分な財政措置を講ずること。 

十 保全対象発明の選定に当たっては、産業への影響を考慮して対象をできる限り限定

的なものとすること。その際、デュアルユース技術については、国費による委託事業

の成果である技術や、防衛等の用途で開発された技術、あるいは出願人自身が了解し

ている場合などを念頭に、支障が少ないケースに限定すること。 

十一 特許出願の非公開制度の運用に当たっては、特許出願人が手続を円滑に行うこと

ができるよう配慮すること。 

十二 本法第八十条に基づく損失の補償に当たっては、特許出願人が過度な不利益を被

ることのないよう十分配慮すること。 

十三 本法の施行状況については、遅滞なく国会を含め、国民に公表すること。 

十四 国際共同研究の円滑な推進も念頭に、我が国の技術的優位性を確保、維持するた



め、情報を取り扱う者の適性について、民間人も含め認証を行う制度の構築を検討し

た上で、法制上の措置を含めて、必要な措置を講ずること。 

十五 安全保障の確保に関する経済施策に関する情報の収集、整理及び分析を推進する

観点から必要があると認めるときには、その体制の整備について、速やかに検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 

十六 本法第四十八条第一項の規定による報告又は資料の提出の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、同項の規定による報告又は資料の提出の実効性を確保するため

の方策について、本法の施行後適当な時期において検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとすること。 

十七 ウクライナ情勢はじめ世界の安全保障環境が激変している状況を勘案し、経済安

全保障に関する諸施策の実効性を伴う総合的な推進を図るための方策について、本法

の施行後適当な時期において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとすること。 

三、参議院内閣委員長報告（令和四年五月一一日） 

○徳茂雅之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保する

ためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止す

る重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効

果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関

する基本的な方針を策定するとともに、特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社

会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度並びに特定重要技術の開発支援及び特許

出願の非公開に関する制度を創設しようとするものであります。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取し、経済産業委員会との連合審査会を

行ったほか、内閣総理大臣の出席を求め、質疑を行いました。 

 委員会における主な質疑の内容は、経済安全保障の定義、事業者の経済活動の自由と

規制措置とのバランス、特定重要物資を供給する事業者に対する支援の在り方、基幹イ

ンフラの事前審査の対象を十四分野とした理由、官民技術協力の具体的な内容、特許出

願の非公開制度の対象となる技術分野等でありますが、その詳細は会議録によって御承

知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より反対の旨の意見

が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 



○附帯決議（令和四年五月一〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 本法施行に当たっては、安全保障の確保に関する経済施策と自由かつ公正な経済活

動の促進の両立が重要であることに十分留意すること。 

二 基本方針は、本法による施策が我が国の産業競争力に与える影響に留意し、安全保

障の確保のためになされる規制等が経済活動の自由を不当に阻害することがないよう、

また、事業者等の自主性が十分尊重され、かつ、事業者間の適正な競争関係を不当に

阻害することのないよう策定すること。 

三 四分野におけるそれぞれの基本指針の策定に当たっては、経済活動の自由を不当に

阻害することのないよう、かつ、事業者等に過度な負担を強いることのないよう十分

に留意すること。また、特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供

の確保に関し必要な特定社会基盤事業者その他の関係者（本法第四十九条第二項第五

号）に代表される事業者等関係者との連携については、相談、助言その他の援助を行

うほか、恒常的に十分意思疎通を図り信頼関係を醸成するよう努めること。 

四 特定重要物資を指定する政令及び安定供給確保支援法人の指定に関する主務省令並

びに特定社会基盤事業者の指定基準を定める主務省令は、関係事業者、関係事業者の

団体その他の関係者の意見に十分配慮し制定すること。また、特定重要物資を指定す

る政令の制定に際しては、必要な知見を有する者の意見も参照すること。 

五 物資の生産、輸入又は販売の事業を行う個人又は法人その他の団体に対する報告徴

収（本法第四十八条第一項）及び特定重要設備の導入等後の勧告（本法第五十五条第

一項）は、自由かつ公正な経済活動に与える影響を十分考慮し、事業者等の過度な負

担にならないよう、必要最小限度にとどめるべきという国会での議論があったことを

踏まえ、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度について一層配慮し

た報告徴収、勧告とすること。 

六 特定重要物資又はその生産に必要な原材料等について、備蓄その他の安定供給確保

のためには、重要物資の輸送手段も重要となることから、輸送手段の確保等の必要な

措置について十分配慮すること。 

七 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度において、中小規模の事業者

については、役務の安定的な提供に支障が生じた場合に与える国民生活又は経済活動

への影響が限定的であるほか、規制への対応が相対的に大きな負担となると考えられ

ることから、規制の対象とするべきかどうかの検討は慎重に行うこと。 

八 特定重要設備の導入等に係る審査については、事業活動に与える影響を踏まえ、可

能な限り短期間で実施すること。そのため、必要な審査を効率的に行うことができる

よう、関係省庁の連携も含め、審査体制の充実に取り組むこと。 

九 特定重要技術の開発支援については、我が国の技術的優位性ひいては不可欠性を確

保することにつながるか否かを十分に検証した上で、対象となる技術をしっかりと見



定めていくとともに、真に必要なものに対し集中的に行うこと。 

十 特定重要技術の開発支援に当たっては、宇宙科学技術、海洋科学技術、量子科学技

術、人工知能関連技術及びバイオ技術の重要性に留意し、研究開発の促進及びその成

果の適切な活用が図られるよう検討すること。 

十一 特定重要技術の開発を支援するため、十分な財政措置を講ずること。 

十二 保全対象発明の選定に当たっては、産業への影響を考慮して対象をできる限り限

定的なものとすること。その際、デュアルユース技術については、国費による委託事

業の成果である技術や、防衛等の用途で開発された技術、あるいは出願人自身が了解

している場合などを念頭に、支障がないケースに限定すること。 

十三 特許出願の非公開に関する制度の運用は、イノベーションの意欲を削ぐことのな

いよう関係者の意見を聴いて、慎重に行うこと。 

十四 特許出願の非公開に関する制度の運用に当たっては、特許出願人が手続を円滑に

行うことができるよう配慮すること。 

十五 保全審査を行う機関について、関係省庁及び外部の専門家の知見が十分に活用で

きるような仕組みを構築するとともに、保全審査に携わる職員の専門性の向上に配意

すること。 

十六 本法第八十条の規定に基づく損失の補償に当たっては、特許出願人が過度な不利

益を被ることのないよう十分配慮すること。 

十七 本法全体及び個別具体の施策の施行状況について、国会、国民に公表し、十分な

説明を行うとともに、事業者、研究者等を含め、その理解を得るよう努めること。 

十八 安全保障の確保に関する経済施策に関する情報の収集、整理及び分析を推進する

観点から必要があると認めるときには、その体制の整備について、速やかに検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 

十九 本法第四十八条第一項の規定による報告徴収の状況を勘案し、必要があると認め

るときは、同項の規定による報告徴収の実効性を確保するための方策について、本法

の施行後適当な時期において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとすること。 

二十 地方公共団体が地域において住民の生活及び経済活動の基盤である水道、鉄道等

を保有しているほか、地域において先端技術を有する中小企業が存在することに鑑み、

地方公共団体に対し、経済安全保障の観点から必要な助言その他の援助を行うこと。 

二十一 国際共同研究の円滑な推進も念頭に、我が国の技術的優位性を確保、維持する

ため、情報を取り扱う者の適性について、民間人も含め認証を行う制度の構築を検討

した上で、法制上の措置を含めて必要な措置を講ずること。 

二十二 経済活動における人権の尊重が国際的にも重要な課題となっていることに鑑み、

人権に配慮した経済活動が行われるよう必要な検討を行うこと。 

二十三 四分野に限らない経済安全保障に関する諸施策の実効性を伴う総合的な推進を



図るための方策について、本法の施行後適当な時期において検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 

  右決議する。 


